
バリアフリー住宅リフォームに係る補助等制度比較   

事業名 介護保険住宅改修費支給制度 障がい者・児の日常生活給付事業（住宅改修） 住宅リフォーム補助制度 

担当課 介護保険課（21-3036） 障がい保健福祉課（21-3263） 住宅課（21-3385） 

※耐震改修は建築行政課（21-3397） 

補助 

対象者 

要介護認定（要支援も含む）を受けており，在宅での生活を

継続するために住宅を改修する者 

市内に居住する在宅障害児・者で，次に掲げる者 

①下肢，体幹機能障害または乳幼児以前の非進行性の脳病変による

運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害程度等級３級以

上(特殊便器への取替をする場合は，上肢２級以上の者)で，原則

として学齢児以上の者 

②難病等により，下肢または体幹機能に障害のある者(特殊便器への

取替をする場合は，難病等により，上肢機能に障害のある者) 

 

①市内に自らが所有し，居住する住宅を改修する者 

②市内に所有している住宅を改修して居住する者 

補助 

対象住宅 

介護保険被保険者証に記載されている住所地である住宅 

※共同住宅である場合は，原則，専有部分が対象 

※賃貸住宅の場合は，賃貸人の承諾書が必要 

 

当該住宅改修が現に給付対象者が居住する住宅について行われるも

の(借家の場合は家主の承諾を必要とする)であり，なおかつ，身体

の状況，住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合 

 

① バリアフリー改修工事：一戸建ての住宅，併用住宅※１，長屋※２， 

共同住宅※２ 

② 省エネ改修工事：一戸建ての住宅，一戸建ての住宅，併用住宅※１， 

長屋※２，３，共同住宅※２，３  

③耐震改修工事：一戸建ての住宅，併用住宅（住宅部分が延べ面積の1/2以上の

もの） 

※１：住宅部分  ※２：専有住戸部分  ※３：浴室の全面改修に限る 

 

 

事業者

(施工業

者)要件 

特に定めなし 

※受領委任払い方式を利用する場合は，「住宅改修費受領委

任払事業者名簿」に記載している事業者のみ 

ア 市の区域内において，本店，支店，営業所または出張所(以下，

「事業所等」という)を有し，または市の区域内に事業所等を有し

ていないが，市の隣接地域に事業所等を有する等，利用者の利便

その他事業の適正な運営が確保されるものと市長が認めた事業者

で，現に用具の販売等を行っており，かつ，次の各号のいずれか

に該当する者 

(ア) 市の入札参加資格者(有資格業者登録済)であり，かつ用具

の確保が容易にできること。 

(イ) 市の補装具業者であり，かつ，用具の確保が容易にできる

こと。 

イ 前項の規定にかかわらず，先進的な技術等を駆使し，障害特性

に配慮した機器を扱う事業者で，特に市長が認めた者 

 

① または②のいずれかの事業者が施工する工事 

①市内に本店（主たる営業所）を置く以下事業者 

・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者 

・住宅瑕疵担保責任保険法人の保険に登録している事業者 

・北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者 

②改修工事を行おうとする住宅を建築した事業者（営業所の所在地や建設業の

許可等の要件なし） 

補助率・

補助限度

額 

介護保険の負担割合に応じ，改修工事費用の７割～９割（上

限１４万円～１８万円）を支給（支給対象限度額は同一住宅

で２０万円まで） 

 

【例】施工費が18万円で，本人の利用負担割合が１割だった

場合，本人の自己負担額が18,000円，市からの支給額は

162,000円 

給付限度額２０万円 ①バリアフリー改修工事および省エネ改修工事 

 対象額の合計の２０％以内で，限度額は２０万円（千円未満切り捨て） 

②耐震改修工事  

 耐震改修に要する工事費（消費税相当額を含む）の２０％以内で，限度額は

４０万円（千円未満切り捨て） 

※耐震改修工事とバリアフリー改修工事や省エネ改修工事を同時に行う場合の

限度額は６０万円（千円未満切捨て） 
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事業名 介護保険住宅改修費支給制度 障がい者・児の日常生活給付事業（住宅改修） 住宅リフォーム補助制度 

補助 

対象工事 

①手すりの取り付け 

②床段差の解消（スロープの設置，敷居の撤去等） 

③滑り防止や円滑に移動するための床材の変更 

④開き戸から引き戸などへの扉の取り替え 

⑤和式から洋式への便器の取り替え 

⑥各工事に付帯して必要な工事 

ア 手すりの取り付け 

イ 段差の解消 

ウ 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材

料の変更 

エ 引き戸等への扉の取替え 

オ 洋式便器等への便器の取替え 

カ その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

①バリアフリー改修工事 

・便所の改修 ・階段勾配の緩和 ・段差解消 

・通路の拡幅 ・手すりの設置（屋外を含む） 

・出入口の改修 ・玄関前スロープの設置 

②省エネ改修工事 

・開口部の断熱改修 ・壁の断熱改修 

・天井または屋根の断熱改修 ・床の断熱改修 

・浴室の全面改修 

③耐震改修工事 

 

その他 ・工事着工前に市の承認が必要（事前申請） 

・心身の状態に適した住宅改修を行うため，ケアマネージャ

ーまたは担当する地域包括支援センター職員が作成する

理由書が必要となるため，事前申請前にケアマネージャー

等への相談が必要 

・申請書類の提出先は函館市住宅都市施設公社（業務委託） 

・新築工事や増築工事は対象外 

・改修理由が老朽化や汚破損による場合は対象外 

 

・給付は原則１回とする。 

・住宅改修については，介護保険制度を優先 

・対象工事の対象額（基準額または見積書による工事に要する費用のいずれか

少ない額。以下同じ。）の合計が３０万円以上の工事 

・補助の対象となる工事は，申請年度の２月末日までに完了 

・新築工事や増築工事は対象外 

・同一区分（バリアフリー改修工事，省エネ改修工事，耐震改修工事）におけ

る当該補助金の交付を当年度までの１０年間において，一度でも受けている

方は補助の対象外 

・補助金の申請は，同一年度内において，同一住宅（住戸）または同一市民に

つき１回。ただし，バリアフリーもしくは省エネの改修工事と併せて耐震改

修の申請をする場合は，併せて１回と見なす。 

 

 


